
１．件名：設置変更許可申請等に係る審査への対応状況について 

２．日時：令和３年８月３日 １１時００分～１１時１５分 

３．場所：原子力規制庁 ９階会議室 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

審査グループ実用炉審査部門 

   田口安全規制管理官（実用炉審査担当）、佐藤係長 

関西電力株式会社 

原子力事業本部 副事業本部長 佐藤 拓 他２名 

 

５．要旨 

〇関西電力株式会社から、資料に基づき、美浜発電所３号炉、高浜発電所１号炉及び

２号炉並びに大飯発電所３号炉及び４号炉の特定重大事故等対処施設に係る許認

可申請の審査への対応状況、許認可希望時期及び今後のスケジュール等について

説明があった。 

〇原子力規制庁は、これらについて、事業者の状況及び希望としてそれぞれ聞きおい

た。 

〇なお、本面談については、事業者から対面での面談開催の希望があったため、「緊

急事態宣言を踏まえた原子力規制委員会の対応の変更について」（令和３年４月２

８日 第６回原子力規制委員会 配布資料３）を踏まえ、対面で実施した。 

 

６．提出資料： 

  １．特重 許認可希望時期 

  ２．美浜発電所３号機、高浜発電所１，２号機および大飯発電所３，４号機の特定重

大事故等対処施設の運用開始時期と運転計画等について（2021 年 8 月 2 日関西

電力株式会社プレスリリース） 

 

以上 


